
 

 

岐 阜 県 介 護 福 祉 士 実 務 者 養 成 施 設 Ｉ Ｃ Ｔ 導 入 事 業 費 補 助 金 交 付 要 綱  

 

 

                                 令 和 ４ 年 ３ 月 １ ７ 日 制 定  

  

                                    

  （ 総 則 ）  

第 １ 条  県 は 、 介 護 福 祉 士 実 務 者 養 成 施 設 が 行 う 遠 隔 授 業 等 の 実 施 に 必 要

な 経 費 の 一 部 を 補 助 す る こ と に よ り 、 デ ジ タ ル 技 術 を 活 用 し た 高 度 な 教

育 を 提 供 で き る 環 境 を 実 現 す る た め 、 予 算 の 範 囲 内 で 、 補 助 金 を 交 付 す

る も の と し 、 そ の 交 付 に 関 し て は 、 岐 阜 県 補 助 金 等 交 付 規 則 （ 昭 和 ５ ７

年 岐 阜 県 規 則 第 ８ 号 。 以 下 「 規 則 」 と い う 。 ） に 定 め る も の の ほ か 、 こ

の 要 綱 の 定 め る と こ ろ に よ る 。  

  

 （ 補 助 事 業 者 ）  

第 ２ 条  補 助 金 の 交 付 の 対 象 と な る 者（ 以 下「 補 助 事 業 者 」と い う 。）は 、

社 会 福 祉 士 及 び 介 護 福 祉 士 法 （ 昭 和 ６ ２ 年 法 律 第 ３ ０ 号 ） 第 ４ ０ 条 第 ２

項 第 ５ 号 の 規 定 に よ り 文 部 科 学 大 臣 及 び 厚 生 労 働 大 臣 の 指 定 し た 学 校

（ 学 校 教 育 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ２ ６ 号 ） 第 １ ２ ４ 条 に 規 定 す る 専 修 学

校 及 び 同 法 第 １ ３ ４ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 各 種 学 校 を い い 、 地 方 公 共 団 体

そ の 他 こ れ ら に 準 ず る 者 が 設 置 す る も の を 除 く 。 ） 又 は 都 道 府 県 知 事 が

指 定 し た 養 成 施 設 の 設 置 者 の う ち 、 本 補 助 金 と 同 種 の 補 助 金 を 利 用 し て

い な い 者 と す る 。  

 

 （ 欠 格 事 由 ）  

第 ３ 条  前 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 次 に 掲 げ る 者 は 、 補 助 事 業 者 と な る こ

と が で き な い 。  

 (1) 暴 力 団（ 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律（ 平 成 ３

年 法 律 第 ７ ７ 号 。 次 号 に お い て 「 暴 対 法 」 と い う 。 ） 第 ２ 条 第 ２ 号 に

規 定 す る 暴 力 団 を い う 。 以 下 同 じ 。 ）  

 (2) 役 員 等（ 役 員 及 び 使 用 人（ 支 配 人 、本 店 長 、支 店 長 そ の 他 い か な る

 名 称 を 有 す る 者 で あ る か を 問 わ ず 、 営 業 所 の 業 務 を 統 括 す る 者 （ 営 業  

所 の 業 務 を 統 括 す る 権 限 を 代 行 し 得 る 地 位 に あ る 者 を 含 む 。）を い う 。  

以 下 同 じ 。）が 暴 力 団 員 (暴 対 法 第 ２ 条 第 ６ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 員 を い

う 。以 下 同 じ 。 )で あ る な ど 、暴 力 団 が そ の 経 営 又 は 運 営 に 実 質 的 に 関

与 し て い る 法 人  

 (3) 役 員 等 が 、暴 力 団 員 で あ る こ と を 知 り な が ら こ れ を 使 用 し 、又 は 雇

用 し て い る 法 人  

 (4) 役 員 等 が 、そ の 属 す る 法 人 若 し く は 第 三 者 の 不 正 な 利 益 を 図 る 目 的

又 は 第 三 者 に 損 害 を 加 え る 目 的 を も っ て 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 等 （ 暴

力 団 員 又 は 暴 力 団 員 で な く な っ た 日 か ら ５ 年 を 経 過 し な い 者 を い う 。

以 下 同 じ 。 ） を 利 用 し て い る 法 人  

 (5) 役 員 等 が 、暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 等 に 対 し て 資 金 等 を 提 供 し 、又 は 便

宜 を 供 与 す る な ど 、 直 接 的 又 は 積 極 的 に 暴 力 団 の 維 持 運 営 に 協 力 し 、

又 は 関 与 し て い る 法 人  

 (6) 役 員 等 が 、そ の 理 由 を 問 わ ず 、暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 等 と 社 会 的 に 非

難 さ れ る べ き 関 係 を 有 し て い る 法 人  

 (7) 役 員 等 が 、暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 が そ の 経 営 又 は 運 営 に 実 質 的 に 関 与

し て い る 者 で あ る こ と を 知 り な が ら 、 下 請 契 約 、 業 務 の 再 委 託 契 約 、

資 材 等 の 購 入 契 約 等 を 締 結 し 、 こ れ を 利 用 し て い る 法 人  

  



 

 

  （ 補 助 対 象 事 業 等 ）  

第 ４ 条   補 助 金 の 交 付 の 対 象 と な る 事 業（ 以 下「 補 助 対 象 事 業 」と い う 。）  

及 び 経 費 （ 以 下 「 補 助 対 象 経 費 」 と い う 。 ） 並 び に 補 助 金 の 額 は 、 別 表  

の と お り と す る 。  

 

  （ 補 助 金 の 交 付 申 請 ）  

第 ５ 条   補 助 金 交 付 申 請 書 の 様 式 は 、 別 記 第 １ 号 様 式 の と お り と す る 。  

２  補 助 金 交 付 申 請 書 に は 、 別 記 第 １ 号 様 式 に お い て 定 め る 書 類 を 添 付 し

な け れ ば な ら な い 。  

３  補 助 金 交 付 申 請 書 の 提 出 期 限 は 、 知 事 が 別 に 定 め る 。  

 

  （ 補 助 金 の 交 付 の 条 件 ）  

第 ６ 条   補 助 金 の 交 付 の 決 定 を す る 場 合 に 付 け る 条 件 は 、 次 に 掲 げ る と お

り と す る 。  

(1) 補 助 対 象 事 業 に 要 す る 経 費 の 配 分 の 変 更（ 当 該 配 分 額 の ２ ０ パ ー セ

ン ト 未 満 の 変 更 を 除 く 。）を す る 場 合 は 、あ ら か じ め 知 事 の 承 認 を 受

け る こ と 。  

(2) 補 助 対 象 事 業 の 内 容 の 変 更（ 補 助 金 の 額 の ２ ０ パ ー セ ン ト 未 満 の 減

額 を 除 く 。 ） を す る 場 合 は 、 あ ら か じ め 知 事 の 承 認 を 受 け る こ と 。  

 (3)  補助対象事業を中止し、又は廃止する場合は、あらかじめ知事の承認を受  

けること。  

(4) 補助対象事業の遂行が困難となった場合においては、速やかにその旨を知

事に報告し、その指示を受けること。  

(5) 補 助 対 象 事 業 の 完 了 後 に 、消 費 税 及 び 地 方 消 費 税（ 以 下「 消 費 税 等 」

と い う 。）の 申 告 に よ り 補 助 金 に 係 る 消 費 税 等 に 係 る 仕 入 控 除 税 額 が

確 定 し た 場 合 は 、そ の 確 定 額 に 相 当 す る 額 を 速 や か に 知 事 に 報 告 す る

こ と 。  

(6) 前 項 の 規 定 に よ る 報 告 が あ っ た 場 合 は 、 当 該 仕 入 控 除 税 額 に 相 当 す

る 金 額 の 全 部 又 は 一 部 を 県 に 納 付 さ せ る 場 合 が あ る こ と 。  

(7) 補 助 対 象 経 費 に 対 し 、重 複 し て 、他 の 法 律 又 は 予 算 制 度 に よ る 国 の

負 担 金 又 は 補 助 金 の 交 付 を 受 け な い こ と 。  

２  前項第 １ 号 か ら 第 ３ 号 ま で の 規 定 に よ り 知 事 の 承 認 を 受 け よ う と す る

場 合 の 申 請 書 及 び 同 項 第 ５ 号 の 規 定 に よ り 知 事 に 報 告 す る 場 合 の 報 告 書

の 様 式 は 、次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る と お

り と す る 。  

 (1) 前項第１号の承認の場合  事業経費配分変更承認申請書（別記第２

号様式）  

  (2)  前項第２号の承認の場合  事 業 内 容 変 更 承 認 申 請 書 （ 別記第３号様式）  

  (3)  前項第３号の承認の場合  事 業 中 止 （ 廃 止 ） 承 認 申 請 書 （別記第４号

様式） 

 (4) 前 項 第 ５ 号 の 規 定 に よ る 報 告 の 場 合  消費税等仕入控除税額報告書（別

  記第５号様式） 

 

  （ 申 請 の 取 下 げ ）  

第 ７ 条   規 則 第 ８ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 交 付 申 請 の 取 下 げ が で き る 期 間 は 、

補 助 金 の 交 付 決 定 の 日 か ら １ ０ 日 以 内 と す る 。  

 

  （ 実 績 報 告 ）  

第 ８ 条   実 績 報 告 書 の 様 式 は 、 別 記 第 ６ 号 様 式 の と お り と す る 。  

２  実 績 報 告 書 に は 、 別 記 第 ６ 号 様 式 に お い て 定 め る 書 類 を 添 付 し な け れ

ば な ら な い 。  



 

 

３   実 績 報 告 書 の 提 出 期 限 は 、 補 助 対 象 事 業 の 完 了 の 日 （ 補 助 対 象 事 業 の

中 止 又 は 廃 止 の 承 認 を 受 け た 場 合 は 、当 該 承 認 を 受 け た 日 。以 下 同 じ 。）

か ら 起 算 し て ３ ０ 日 を 経 過 し た 日 又 は 補 助 対 象 事 業 の 完 了 の 日 の 属 す る

年 度 の 翌 年 度 の ４ 月 １ ０ 日 の い ず れ か 早 い 日 と す る 。  

 

  （ 補 助 金 の 交 付 時 期 等 ）  

第 ９ 条  この補 助 金 は 、規 則 第 １ ４ 条 の 規 定 に よ る 補 助 金 の 額 の 確 定 後 に お

い て 交 付 す る 。た だ し 、知 事 が 事 業 の 遂 行 上 必 要 と 認 め る と き は 、概 算 払

に よ り 交 付 す る こ と が で き る 。  

２  補 助 事 業 者 は 、 別 に 知 事 が 指 定 す る と こ ろ に よ り 、 別 記 第 ７ 号 様 式 に

よ る 補 助 金 交 付 請 求 書 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 

（暴力団の排除）  

第１０条  規則第４条の申請があった場合において、当該申請をした者が第３条の

規定に該当するときは、知事は、その者に対して、補助金の交付をしないものと

する。  

２  知事は、規則第５条の規定による交付の決定をした後において、当該交付の決

定を受けた者が第３条の規定に該当することが明らかになったときは、規則第１

７条第１項の規定により、補助金の交付の決定を取り消すものとする。  

３  前項の場合において、既に補助金が交付されているときは、知事は、規則第１

８条の規定により補助金の返還を命ずるものとする。  

 

 （財産処分の制限）  

第１１条  規則第２１条ただし書の知事が定める期間は、減価償却資産の耐  

用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）に掲げる期間とす  

る。  

２  規則第２１条第２号の知事が定める財産は、単価３０万円以上の機械及  

び器具とする。  

３  知事は、補助事業者が知事の承認を受けて財産の処分をすることにより  

収入があった場合は、その収入額の全部又は一部を県に納付させることが  

できる。    

 

  （ 書 類 、 帳 簿 等 の 保 存 期 間 ）  

第 １ ２ 条  規 則 第 ２ ２ 条 の 知 事 の 定 め る 期 間 は 、 補 助 対 象 事 業 の 完 了 の 日

の 属 す る 年 度 の 翌 年 度 以 後 ５ 年 間 と す る 。  

 

附   則  

  こ の 要 綱 は 、 令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 し 、 令 和 ４ 年 度 分 の 予 算 に 係 る

補 助 金 か ら 適 用 す る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別表（第４条関係） 

補 助 対 象 事 業  補 助 対 象 経 費  補 助 金 の 額  

デジタル技術を活

用した高度な教育環

境を実現するための

遠隔授業等の実施に

必要な設備の整備等 

次に掲げるもの 

１ 設備整備費（交付決定の日から当該年度

の３月３１日までに発生したものに限 

る。） 

（１）システム、サーバー等の購入費 

（２）大型ディスプレイ、モニター、電子黒

板、スマートグラス、カメラ、マイク

及びこれらの付属品等の購入費 

（３）学生貸与のための情報処理関係設備 

（ノートパソコン、タブレット型端末 

等）の購入費 

（４）インターネット回線への接続機能を有 

する可搬型通信機器（モバイルWifiル 

ーター、ＬＴＥ対応通信機器その他こ 

れらと同等の機能を有すると認められ 

る物品をいう。）の購入費（初期設定 

費を含み、１台当たり１万円を上限と 

する。） 

（５）インターネット回線に接続し、複数の 

者が情報機器端末を介して双方向送受 

信を行う際必要となるソフトウェアの 

購入費及び使用料（当該年度の３月 

３１日までの使用に係るものに限る。） 

 

２ 指導・支援費（交付決定の日から当該年

度の３月３１日までに発生したものに 

限る。） 

遠隔授業等の実施に必要な設備の専門

 的指導、利用支援等を行う者に係る報償 

費、旅費及び委託費 

 

総事業費から寄附金その他の収入額を控

除した額と補助対象経費の実支出額とを比

較して少ない方の額に１／２を乗じて得た

額（当該額に1,000円未満の端数が生じた場

合は、これを切り捨てた額）（2,000千円を上

限とする。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


